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告 示■

◎群馬県告示第２５０号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県桐生土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和４年１１月２２日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の 路線名 区 間 変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 小俣桐生線 桐生市菱町一丁目字横山２９９７番 前 １０．３～１４．８ １７．７
の４地先内

後 １０．３～１０．３ １７．７

◎群馬県告示第２５１号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県中之条土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。

令和４年１１月２２日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の
路線名 区 間 供用開始の期日

種 類

県道 中之条東吾妻 吾妻郡東吾妻町大字厚田字中村７８５番の１地先から同 令和４年１１月２２日
線 郡同町大字同字新井７１０番の３地先まで

公 告■

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１８項の規定により公告する。

令和４年１１月２２日

群馬県知事 山 本 一 太

理 事
土地改良区名 監 事 区 分 役 員 氏 名 住 所

の 別

板倉台地 理 事 再 任 荻野廣 邑楽郡板倉町大字板倉１６３７番地１

同 同 田口光徳 同 同 同 １６９２番地
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同 同 延山宗一 同 同 大字岩田２２７２番地

同 新 任 田口源一 同 同 大字板倉１３８８番地

同 同 荻野卯一郎 同 同 同 １９９１番地２

同 同 伊藤元雄 同 同 同 ２３２３番地

同 同 石川和孝 同 同 同 ２９２３番地

同 同 小野寺清 同 同 大字岩田８３８番地１

同 同 橋本清 同 同 同 ９４０番地

同 同 増田將美 同 同 同 １３００番地１

同 同 打木孝明 同 同 大字籾谷１７１６番地

同 同 根岸誠七 同 同 同 ２３５９番地

同 同 山岸守 同 同 大字内蔵新田８番地１

同 退 任 小野清則 同 同 大字海老瀬２４２６番地１

同 同 鈴木義次 同 同 大字板倉１４１１番地２

同 同 奈良與一 同 同 同 １７５１番地１

同 同 星野清人 同 同 同 ２９２１番地２

同 同 伊藤英治 同 同 同 ４２１４番地５

同 同 川野辺浅一 同 同 大字岩田９２４番地１

同 同 大杉崇 同 同 同 １７６２番地

同 同 打木竹二 同 同 大字籾谷１６８１番地

同 同 飯島健市 同 同 同 ２１４１番地

同 同 山岸正之 同 同 大字内蔵新田２５番地

監 事 再 任 柏崎喜弘 同 同 大字板倉１７１４番地

同 同 榎本和明 同 同 大字岩田２１２０番地

同 新 任 山口秀雄 同 同 大字西岡３１７番地１

同 退 任 川野辺昇 同 同 大字板倉２５７９番地２

利根加用水 理 事 新 任 関根喜彦 邑楽郡千代田町大字下中森９１１番地１

同 退 任 江原稔之 同 同 同 １６９番地
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建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４２条第１項第５号の規定により、次のとお

り道路の位置を指定した。

令和４年１１月２２日

群馬県知事 山 本 一 太

指定に係る 指定に係る
指定に係る道路

指 定 番 号
番号

道路の種類 道路の位置
の延長及び幅員

指定年月日
メートル

１ 法第４２条第１項 北群馬郡榛東村大字新井 延長 ６８．５２ 群馬県指令前土第３０４－１
第５号に規定する 字北原２７５２－１、２ 幅員 ６．００ ５号
道路 ７５２－１先 令和４年１０月１７日
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教
育
委
員
会
訓
令

■
群
馬
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号

事

務

局

各
教
育
機
関
（
学
校
を
除
く
。
）

職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

平

田

郁

美

職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
憩
時
間
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲

第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
二
号
中
「第

１
１
条
第
５
号

」
を
「第

１
１
条
第
６
号

」
に
、

「

３
配
偶
者
の
養
育
計
画

配
偶

者
の

氏
名

□育
児
短
時
間
勤
務

□育
児
短
時
間
勤
務
以
外
の
休
業
・
休
暇

子
を
養
育
す
る
た
め
の
方
法

□そ
の
他

（

）
４

備
考

」

を「

３
備

考

」

に
改
め
、
注
３
を
削
り
、
注
４
を
注
３
と
し
、
注
５
を
注
４
と
し
、
注
６
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
別
記
様
式
第
二
号
の
規
定
は
、
令
和
四
年
十

月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則

■職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

田

均

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
六
号

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
規
定
に
よ
る
」
を
削
り
、
「
受
給
期
間
延
長
申
請
書
」
を
「
受
給
期
間
延

長
等
申
請
書
」
に
改
め
、
「
）
に
」
の
下
に
「
医
師
の
証
明
書
そ
の
他
の
前
条
各
号
に
掲
げ
る
理
由

に
該
当
す
る
こ
と
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
及
び
」
を
加
え
、
同
項
後
段
を
削
り
、

同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
受
給
資
格
証
を
添
え
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
添
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「
に
規
定
す
る
申
出
は
、
」
を
「
の
申
出
は
、
当
該
申
出
に
係
る
者
が
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
第
九
条
第
七
項
た

だ
し
書
」
を
「
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
前
項
」
に
、
「
前
項
前
段
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
受
給
期
間
延
長
通
知
書
の
」
を
「
受
給
期
間
延
長
等
通
知

書
の
」
に
、
「
そ
の
」
を
「
、
そ
の
」
に
、
「
記
載
し
」
を
「
記
載
し
た
上
」
に
改
め
、
同
項
第
一

号
中
「
受
給
期
間
延
長
申
請
書
」
を
「
そ
の
者
が
提
出
し
た
受
給
期
間
延
長
等
申
請
書
」
に
、
「
受

給
期
間
延
長
通
知
書
」
を
「
交
付
を
受
け
た
受
給
期
間
延
長
等
通
知
書
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
受
給
期
間
延
長
通
知
書
」
を
「
交
付
を
受
け
た
受
給
期
間
延
長
等
通
知
書
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
六
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

第
一
項
の
申
出
は
、
代
理
人
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
代
理
人
は
、

そ
の
資
格
を
証
明
す
る
書
類
に
同
項
に
規
定
す
る
書
類
を
添
え
て
同
項
の
任
命
権
者
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
第
四
項
中
「
に
規
定
す
る
申
出
」
を
「
の
申
出
」
に
、
「
受
給
期
間
延
長
通
知
書
」
を

「
受
給
期
間
延
長
等
通
知
書
」
に
、
「
交
付
す
る
と
と
も
に
、
受
給
資
格
証
に
必
要
な
事
項
を
記
載

し
、
返
付
し
な
け
れ
ば
」
を
「
交
付
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加

え
る
。こ

の
場
合
（
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
受
給
資
格
証
を
添
え
な
い
で
同
項
の
申
出
を
受

け
た
と
き
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
任
命
権
者
は
、
受
給
資
格
証
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
上
、

返
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
二
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
申
出
は
、
受
給
期
間
延
長
等
申
請
書
に
天
災
そ

の
他
の
申
出
を
し
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書

類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
条
例
第
十
条
第
四
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
業
）

第
十
一
条
の
二

条
例
第
十
条
第
四
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
業
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

そ
の
事
業
を
開
始
し
た
日
又
は
そ
の
事
業
に
専
念
し
始
め
た
日
か
ら
起
算
し
て
、
三
十
日
を

経
過
す
る
日
が
、
条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
雇
用
保
険
法
第
二
十
条
第
一
項
を
適
用
し

た
場
合
に
お
け
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
受
給
資
格
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期

間
の
末
日
後
で
あ
る
も
の

二

そ
の
事
業
に
つ
い
て
当
該
事
業
を
実
施
す
る
受
給
資
格
者
が
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
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就
業
手
当
又
は
再
就
職
手
当
の
支
給
を
受
け
た
も
の

三

そ
の
事
業
に
よ
り
当
該
事
業
を
実
施
す
る
受
給
資
格
者
が
自
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
任

命
権
者
が
認
め
た
も
の

（
条
例
第
十
条
第
四
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
）

第
十
一
条
の
三

条
例
第
十
条
第
四
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職
の
日
以
前
に
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
業
を
開
始

し
、
当
該
退
職
の
日
後
に
当
該
事
業
に
専
念
す
る
職
員

二

そ
の
他
事
業
を
開
始
し
た
職
員
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
任
命
権
者
が
認
め
た
職
員

（
支
給
期
間
の
特
例
の
申
出
）

第
十
一
条
の
四

条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職
の
日
後
に
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
業

を
開
始
し
た
職
員
又
は
前
条
に
規
定
す
る
職
員
に
よ
る
同
項
の
申
出
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
特
例
申
出
」
と
い
う
。
）
は
、
受
給
期
間
延
長
等
申
請
書
に
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
条
例
第

十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職
の
日
後
に
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
業
を
開
始
し
た
職
員
又
は

前
条
に
規
定
す
る
職
員
に
該
当
す
る
こ
と
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
及
び
受
給
資

格
証
を
添
え
て
任
命
権
者
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

特
例
申
出
は
、
当
該
特
例
申
出
に
係
る
者
が
条
例
第
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
業
を
開
始
し

た
日
又
は
当
該
事
業
に
専
念
し
始
め
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
、
二
箇
月
以
内
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
天
災
そ
の
他
特
例
申
出
を
し
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理

由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

任
命
権
者
は
、
特
例
申
出
を
し
た
者
が
条
例
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職
の
日
後
に
同
条

第
四
項
に
規
定
す
る
事
業
を
開
始
し
た
職
員
又
は
前
条
に
規
定
す
る
職
員
に
該
当
す
る
と
認
め
た

と
き
は
、
そ
の
者
に
受
給
期
間
延
長
等
通
知
書
（
別
記
様
式
第
十
四
号
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
場
合
（
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

受
給
資
格
証
を
添
え
な
い
で
特
例
申
出
を
受
け
た
と
き
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
任
命
権
者
は
、

受
給
資
格
証
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
上
、
返
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
受
給
期
間
延
長
等
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
任
命
権
者
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
当
該
各

号
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
任
命
権
者
は
、
提
出

を
受
け
た
書
類
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
上
、
返
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

そ
の
者
が
提
出
し
た
受
給
期
間
延
長
等
申
請
書
の
記
載
内
容
に
重
大
な
変
更
が
あ
つ
た
場
合

交
付
を
受
け
た
受
給
期
間
延
長
等
通
知
書

二

条
例
第
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
業
を
廃
止
し
、
又
は
休
止
し
た
場
合

交
付
を
受
け
た

受
給
期
間
延
長
等
通
知
書
及
び
受
給
資
格
証

５

第
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
第
一
項
及
び
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
及

び
第
四
項
の
規
定
は
第
二
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
け
る
特
例
申
出
に
つ
い
て
、
同
条
第
七
項
の

規
定
は
特
例
申
出
及
び
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

別
記
様
式
第
十
三
号
及
び
別
記
様
式
第
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和４年１１月２２日（火） 群 馬 県 報 第１００５３号
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別記様式第１３号（第１１条、第１１条の４関係）

受給期間延長等申請書

受給資格証
氏 名 性別 男・女

番 号
①申 請 者

住所又は居所

②退 職 年 月 日 年 月 日

イ 妊娠、出産、育児、疾病、負傷等により職業に就くことができないため

ロ 事業の開始等をしたため

③こ の 申 請 書 を

提 出 す る 理 由 具体的理由

④③ の イ の 理 由 が 疾 病 傷 病 の 診 療

又 は 負 傷 の 場 合 名 称 担 当 者

⑤職 業 に 就 く こ と が 年 月 日から 年 月 日まで

で き な い 期 間 又 は

事 業 を 実 施 す る 期 間

上記のとおり申請します。

年 月 日

任命権者 あて

申請者氏名

注 １ この申請書には、受給資格証を添えること。

２ ⑤欄の期間が３年を超えるときは、最大限３年間まで認められるものである。

令和４年１１月２２日（火） 群 馬 県 報 第１００５３号
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別記様式第１４号（第１１条、第１１条の４関係）

受給期間延長等通知書

申 請 者 氏 名 受 給 資 格 証 番 号

申 請 受 理 年 月 日 年 月 日

イ 妊娠、出産、育児、疾病、負傷等により職業に就くことができないため

ロ 事業の開始等をしたため

受給期間延長等の理由

具体的理由

職 業 に 就 く こ と が 年 月 日から 年 月 日まで

で き な い 期 間 又 は

事 業 を 実 施 す る 期 間

延 長 等 後 の 受 給 年 月 日

期 間 満 了 年 月 日

上記のとおり受給期間の延長等をする。

年 月 日

任命権者 印

注 １ この通知書は、基本手当に相当する退職手当を受けるために必要なものであるから、大切に保管するこ

と。

２ 受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつたとき（例えば、申請書を提出する理由や期間に

変更があつたとき）には、速やかにその旨を申し出るとともに、この通知書を提出すること。

３ 受給期間延長等の理由がやんだときは、速やかにその旨を届け出るとともに、受給資格証に添えてこの

通知書を提出すること。

令和４年１１月２２日（火） 群 馬 県 報 第１００５３号
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別
記
様
式
第
十
五
号
中

「
１
公
共
職
業

２
雇
用
保
険

３
障
害
者
の

４
高
年
齢
者

５
そ
の
他
の

訓
練

法
第
６
３
条

雇
用
の
促
進

等
の
雇
用
の

訓
練

第
１
項
第
３

等
に
関
す
る

安
定
等
に
関

号
の
講
習
及

法
律
第
１
３

す
る
法
律
第

び
訓
練

条
の
適
応
訓

２
５
条
第
１

を

練
項
の
計
画
に

準
拠
し
た
同

項
第
３
号
に

掲
げ
る
訓
練

」

「

１
公
共
職

２
雇
用
保

３
障
害
者

４
高
年
齢

５
職
業
訓

６
そ
の
他

業
訓
練

険
法
第
６

の
雇
用
の

者
等
の
雇

練
の
実
施

の
訓
練

３
条
第
１

促
進
等
に

用
の
安
定

等
に
よ
る

項
第
３
号

関
す
る
法

等
に
関
す

特
定
求
職

の
講
習
及

律
第
１
３

る
法
律
第

者
の
就
職

び
訓
練

条
の
適
応

２
５
条
第

の
支
援
に

に
改
め
る
。

訓
練

１
項
の
計

関
す
る
法

画
に
準
拠

律
第
４
条

し
た
同
項

第
２
項
に

第
３
号
に

規
定
す
る

掲
げ
る
訓

認
定
職
業

練
訓
練

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
則
第
十
一
条

第
一
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
八
項
ま
で
並
び
に
第
十
一
条
の
二
か
ら
第
十
一
条
の
四
ま
で
の
規
定
は
、

令
和
四
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令和４年１１月２２日（火） 群 馬 県 報 第１００５３号
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